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は じ め に 
 
森林づくりの必要性 

県土の約８割を占める森林は、山地災害の防止や水源のかん養、地球温暖化の防止、さら

には循環型資源である木材の提供など多くの恩恵を与えてくれる、県民にとってかけがえの

ない財産であり、まさに「緑の社会資本」です。 
しかし、私たちの生活に欠かすことのできない森林は、適切な手入れをしないと十分な機

能を発揮することができず、山崩れなどの災害につながります。平成１８年７月の集中豪雨

による山地災害の経験から、災害に強い森林づくりも求められています。 

特に、県内の民有林（６７万７千ｈａ）の約半分を占める人工林（人の手によって植栽さ

れた森林）は、その多くが昭和２０年代半ばから４０年代にかけて植裁されたもので、その

林齢（木の年齢）は現在３６年生から５０年生までに集中しています。 
人工林は、樹高成長を続ける６０年生頃までに、適切な間伐（樹木の一部を間引きして残

した木の成長を促進する作業）を実施しなければ、森林としての多面的な機能を発揮するこ

とができません。 
このため本県では、今後の約１０年間に、間伐を中心とした森林づくりを集中的に実施し

なければならない、先送りできない時期を迎えています。 
 
本県の森林の危機的な状況 

一方、山村では、林業の採算性の低下等により森林所有者の施業意欲は減退し、また、林

業を担う人材も減少しています。このため、手入れがされずに管理を放棄された森林が増加

するなど、このままでは、森林のもつ多面的な機能がますます低下し、県民の安全・安心な

生活環境への影響が懸念されます。 
特に、集落周辺の里山は、生活に密着し、県民に最も親しまれている森林でありながら、

所有が零細で分散しているため、手入れが遅れており、森林と人との多様な結びつきが途切

れてしまう危機的な状況にあります。 
 
県民全体で森林づくりを支えるために 

森林・林業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、本県では、「長野県ふるさとの森林づくり条

例」（平成１６年制定）に基づき、県民の皆さんの理解と主体的な参加のもとに森林づくり

を進めています。 
長年にわたって人々が育ててきた森林を、今こそ健全な姿にして、次の世代に引き継いで

いくため、森林の恩恵を受けている県民全体で森林づくりを支える必要があり、そのための

新たな仕組みとして、県民税の超過課税方式による森林税（仮称）が有力な方法の一つと考

え検討しています。 
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